
串間市で活動されている人権擁護委員の皆さん

○●○ 特設人権相談所を開設します ○●○
●�日時＝８月７日（月）午前１０時～午後３時
●�場所＝串間市役所地下Ｄ会議室
※�相談は無料で、事前予約は不要です。
　秘密は守られますのでお気軽にご相談ください！
※�当日は串間市の人権擁護委員２名が対応いたします。

　総務課総務係☎ 72 ‐4557問

～�８月は「人権啓発強調月間」です�～ 人権啓発強調月間とは？
　宮崎県では、夏休みなどで家族や友
達とのふれあいの機会が多い８月を
「人権啓発強調月間」と定めています。
　それに伴い、串間市でも宮崎県人権
啓発推進協議会のほか、宮崎地方法務
局日南支局、串間市人権啓発推進協議
会と連携・協力をして、啓発事業・取
り組みを実施することとしています。

「特設人権相談所」を 
開設しています
　セクハラ、パワハラ、家庭内暴力、
体罰、いじめ、誹謗中傷、差別などの
相談窓口として、毎月「特設人権相談
所」を開設しています。当日は串間市
の人権擁護委員２名が対応いたします。
相談は無料で、事前予約は不要です。
秘密は守られますので、お気軽にご相
談ください。

※�会場・日程の詳細は、広報くしまでお知ら
せいたします。
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司
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則
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【開催日時など】
開催日時 定員 申し込み

締め切り日 開催場所日にち 時　間 名称など

８月７日
（月）

午後１時１5分～
午後３時１5分

インボイス制度説明会
１5名 ８月４日（金）

午後５時まで

日南税務署
２階会議室
（日南市上平野町
１丁目８番地４号）登録要否相談会※３

※１　事前予約制になります。�申し込み締め切り日までにお電話で申し込みをお願いします。
※２　会場へお越しの際は、なるべく公共機関をご利用ください。
※３　�「登録要否相談会」に参加される場合は、インボイス特設サイトに掲載してある「ご自身の事業状況について」を事前に

記載の上、当日ご持参いただければスムーズに相談を行うことができます。
※４　�登録申請を希望する参加者の方に、会場内で手続きのサポートを行います（ｅ－Ｔａｘで申請する場合はスマートフォ

ンおよびマイナンバーカードが必要です）。
※５　�新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後、新型コロナウイルス感染症の状況などによっ

て開催が中止となる場合もあります。

て
い
ま
す
。

※ 

市
役
所
本
庁
の
み
毎
週
木
曜
日
は
、
午
後

７
時
ま
で
窓
口
を
延
長
し
て
お
り
ま
す

（
祝
日
を
除
く
）。

※
写
真
撮
影
を
行
い
ま
す
。

● 

コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
、
コ
ン
ビ

ニ
の
コ
ピ
ー
機
で
証
明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

■ 

戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、
戸
籍
の
附
票

▷
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
1５
分

■ 

住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明

書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
課
税
証
明
書
、

所
得
証
明
書

▷ 

毎
日
午
前
６
時
半
～
午
後
11
時

　
※ 

串
間
市
に
住
民
票
が
な
い
方
で
、
本
籍

が
串
間
市
に
あ
る
方
が
戸
籍
謄
本
な
ど

を
発
行
す
る
場
合
は
、
初
回
の
み
コ
ン
ビ

ニ
の
コ
ピ
ー
機
よ
り
事
前
審
査
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

● 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
ま
す
！

　
申
請
書
の
紛
失
、
記
載
し
て
あ
る
住
所
や

氏
名
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
申
請
書
の
再

発
行
が
必
要
で
す
。

　
令
和
２
年
５
月
2５
日
以
降
、
通
知
カ
ー
ド

の
発
行
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に

届
い
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
で
も

カ
ー
ド
の
申
請
が
可
能
で
す
。

● 

事
業
所
訪
問
に
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
出
張
申
請
を
受
け
付
け
し
ま
す
！

　
勤
務
先
に
市
役
所
職
員
が
伺
い
、
従
業
員

さ
ん
の
写
真
撮
影
か
ら
申
請
ま
で
お
手
伝
い

し
ま
す
。

　
カ
ー
ド
完
成
後
は
勤
務
先
ま
で
お
届
け
し

ま
す（
本
人
確
認
が
必
要

で
す
）。
お
電
話
も
し
く

は
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

事
業
所
訪
問
の
お
申
し
込
み
は
、
本
庁
市
民

生
活
課
の
み
受
け
付
け
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

    

串
間
市
役
所

⃝
 

市
民
生
活
課　
☎
72

－

１
１
１
１

⃝
 

大
束
支
所　
☎
71

－

２
０
１
１

⃝
  

本
城
支
所　
☎
71

－

３
０
１
１

⃝
  

都
井
支
所　
☎
71

－

４
０
１
１

⃝
 

市
木
支
所　
☎
71

－

５
０
１
１

問

▼ 

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式 

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
と
は
…

　
消
費
税
の
申
告
に
お
い
て
、
買
い
手
が
仕

入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

原
則
と
し
て
、
売
り
手
で
あ
る
登
録
事
業
者

か
ら
交
付
を
受
け
た
適
格
請
求
書
の
保
存
が

必
要
と
な
る
制
度
で
す
。

　
な
お
、
詳
し
い
情
報
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.nta.go.jp

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い（
左
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

も
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）。

　
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
一
般

的
な
ご
質
問
や
ご
相
談
は
、
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎0120

-
205

-
553

）
で
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

　

  

日
南
税
務
署
☎
22

－

３
６
７
１

　

 （
音
声
案
内
で「
２
」を
選
択
）

市
役
所
や
各
支
所
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
市
役
所

お
よ
び
各
支
所
の
窓
口
で
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

● 

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
1５
分

※ 

市
役
所
本
庁
の
み
第
２・４
日
曜
日
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
の
み
窓
口
開
庁
を
行
っ

問

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど

の
説
明
会
・
登
録
申
請
相
談
会
に 

関
す
る
お
知
ら
せ

　

令
和
５
年
1０
月
か
ら「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」が
導
入
さ
れ

ま
す
。
事
業
者
の
方
が
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
事
業

に
応
じ
た
対
応
や
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
け

る
よ
う
説
明
会
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。

▼�「インボイス制度�
特設サイト」

▼�登録はパソコン・�
スマートフォンから！

ご自身に届いた申請書の
この二次元コードを 
読み取ってください。

ソ
ラ
シ
ド
エ
ア
の
機
内
誌 

「
ソ
ラ
タ
ネ
」
で
串
間
市
が 

特
集
さ
れ
ま
し
た

　
宮
崎
市
に
本
社
を
置
く
航
空
会
社「
ソ
ラ

シ
ド
エ
ア
」
が
出
版
す
る
、
就
航
各
地
の
情

報
を
掲
載
す
る
機
内
誌「
ソ
ラ
タ
ネ
」
の
７

月
号
で
、
串
間
市
特
集
が
見
開
き
12
ペ
ー
ジ

に
か
け
て
大
き
く
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
か
わ
い
ら
し
い
岬
馬
の
表
紙
か
ら
始
ま
り
、

都
井
岬
や
道
の
駅
く
し
ま
な
ど
の
観
光
地
や

ご
当
地
グ
ル
メ「
串
間
活
〆
ぶ
り
プ
リ
丼
ぶ

り
」
な
ど
の
グ
ル
メ
紹
介
な
ど
、
串
間
市
の

魅
力
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
。

市
内
の
学
校
な
ど
に 

「
人
権
の
花
」
を
贈
呈

　
「
人
権
の
花
」運
動
は
、
小
学
生
な
ど
を
対

象
に
、
花
を
育
て
る
こ
と
で
命
の
大
切
さ
や

思
い
や
り
な
ど
を
育
ん
で
も
ら
う
た
め
、
法

務
省
が
主
催
で
実
施
し
て
い
る
啓
発
活
動
で

す
。

　
今
年
は
市
内
の
小
中
学
校
４
校
、
高
齢
者

ク
ラ
ブ
３
団
体
、
自
治
会
２
団
体
に
花
の
苗

が
配
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
花
を
通
じ
て
優
し
さ
と
思

い
や
り
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

５
／
16　
都
井
小
学
校

６
／
28　
串
間
中
学
校

５
／
23　
大
束
小
学
校

７
／
16　
友
寿
高
齢
者
ク
ラ
ブ
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